
 

 

 

 

 

 

第５期ねやがわ男女共同参画プラン 

令和３（2021）年度～令和 12（2030）年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意 見 シ ー ト   



 

プランの体系 

基本目標 課題 

 Ⅰ 

あらゆる分野に    １.政策・方針決定過程への女性の参画推進 

おける女性の     ２.地域における男女共同参画の促進 

活躍推進       ３.働く分野における男女共同参画の推進 

４.仕事と生活の調和の実現 

 

 Ⅱ 

暮らしの安全と   １.女性に対するあらゆる暴力の根絶 

安心の確保     ２.生涯にわたる男女の健康支援 

３.困難を抱える人への支援 

４.防災・減災活動における男女共同参画の推進 

 

Ⅲ 

男女共同参画を     １.男女共同参画の意識づくり 

基盤とした         ２.多様な選択を可能にする教育や学習の推進 

文化の浸透         ３.国際的な協調と貢献 

 

 

 

 

 

 

 

 



【施策の方向と具体的取組】 

Ⅱ 暮らしの安全と安心の確保 

 

３.困難を抱える人への支援 

施策の方向(１)ひとり親家庭等が安心して暮らせる環境づくり 

 

NO 具体的取組 担当課 

51 

ひとり親家庭に対して、生活、子育て、子どもの

教育、就業など、母子及び父子家庭の状況に応じ

た必要な支援を行います。 

こどもを守る課 

52 

貧困と格差の連鎖を起こさせないために、教育支

援等の子どもの貧困対策を推進します。 

保護課 

教育政策総務課 

教育指導課 

 

 

意見等 

51 

 

52 

 

 

  



施策の方向(２)様々な困難な状況を抱える人が安心して暮らせる地域社会づくり 

 

NO 具体的取組 担当課 

53 

高齢者、障害者等の権利擁護、虐待防止と相談窓

口の充実を図ります。 

高齢介護室 

障害福祉課 

54 

高齢者、障害者等の経済的安定に資する就労相談

を関係機関と連携を図りながら実施し、就労機会

の提供に結び付けます。 

高齢介護室 

障害福祉課 

55 

外国人が安心して生活する上で必要な情報提供

や相談窓口の設置などの支援を行います。 

企画三課 

市民活動振興室 

56 

多様な家族の形態を認め合う意識啓発とともに、

それぞれの家族が抱える困難に対応する取組を

進めます。 

人権・男女共同参画課 

 

意見等 

53 

 

54 

 

55 

 

56 

 



施策の方向(３)性の多様性を尊重する環境づくり 

 

NO 具体的取組 担当課 

57 

性的指向や性自認等の多様性に対する理解の促

進とともに、生活上で抱える困難を軽減するため

の配慮に取り組みます。 

人権・男女共同参画課 

58 

子どもが性の多様性を理解し、すべての子どもの

人権が尊重されるように取り組みます。 

戸籍･住基担当 

人権・男女共同参画課 

59 

「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」の周知

を行い、同性パートナーに対する理解と啓発を進

めます。 

人権・男女共同参画課 

 

意見等 

57 

 

58 

 

59 

 



４.防災・減災活動における男女共同参画の推進 

施策の方向(１)地域における防災・減災活動への女性の参画促進 

 

NO 具体的取組 担当課 

60 

「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同

参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」（内

閣府）を活用して、初動段階、避難生活、復旧・

復興の各段階において、女性の視点からの取組を

推進して災害対応力の強化に努めます。 

防災課 

人権・男女共同参画課 

61 

地域防災計画や避難所運営マニュアルの見直し

における意思決定の場に女性の参画拡大を進め

ます。 

防災課 

 

 

意見等 

60 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 



施策の方向(２)避難所運営における男女共同参画の促進 

 

NO 具体的取組 担当課 

62 

地域の様々な人が参加して避難所の運営を模擬

体験する「避難所運営ゲーム HUG（ハグ）」などを

通じて、多様な視点を取り入れた避難所運営をそ

れぞれの地域において主体的に行えるよう支援

します。 

防災課 

 

意見等 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ 暮らしの安全と安心の確保 
   

  ３.困難を抱える人への支援・・・審議時間 30 分 

   ⑴ ひとり親家庭等が安心して暮らせる環境づくり 

   ⑵ 様々な困難な状況を抱える人が安心して暮らせる地域社会づくり    

   

 

３.困難を抱える人への支援・・・審議時間 20 分 

   ⑶ 性の多様性を尊重する環境づくり 

 
 

４.防災・減災活動における男女共同参画の推進・・・審議時間 20 分 

   ⑴ 地域における防災・減災活動への女性の参画促進 

        ⑵ 避難所運営における男女共同参画の促進 

 
 
 
 ※ 各グループからの発表・・・各項目１分程度 

   審議前に発表者を決めておくようにしてください。 

 

 

 

 今後の審議会スケジュール 

第４回 … ２月開催予定 


